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一　

は
じ
め
に

1　

問
題
の
所
在

⑴　

Ｄ
Ａ
Ｏ
と
は
何
か

　

自
律
分
散
型
組
織
（D

ecentralized Autonom
ous O

rganizations. 

以
下
、
Ｄ
Ａ
Ｏ
と
よ
ぶ
）
と
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
上

に
展
開
さ
れ
る
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
で
あ
り
、
多
様
な
主
体
が
中
央
集
権
的
な
仕
組
み
に
よ
ら
ず
に
協
働
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る

意
思
決
定
や
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
ル
ー
ル
を
包
含
す
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
Ｄ
Ａ
Ｏ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
理
解
す
る
の
に

The DAO

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク（
1
）トが

有
用
で
あ
る
。The DAO

はSlock. it

及
び
そ
の
創
設
者
に
よ
っ
て
開
発
・
コ
ー
ド
化
さ
れ
、
イ
ー
サ

リ
ア
ム
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
の
オ
ー
プ
ン
ソ
ー
ス
と
し
て
の
性
質
を
有
す
る
。The DAO

は
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
上
の
他
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
に
投
資
し
、
そ
の
運
用
益
を
資
金
（
イ
ー
サ
）
を
拠
出
し
た
ト
ー
ク
ン
ホ
ル
ダ
ー
（
投
資
家
）
に
分
配
す
る
こ
と
（
営
利
）
を
目
的

と
す
る
。Slock. it

や
創
設
者
はThe DAO

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
推
進
し
た
が
、The DAO

の
資
金
や
運
営
の
在
り
方
を
支
配
す
る
わ
け

で
は
な
く
、
次
の
よ
う
な
手
続
が
想
定
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
コ
ン
ト
ラ
ク
タ
ー
と
よ
ば
れ
る
者
が
開
発
の
ア
イ
デ
ア
及
び
必
要
資

金
を
説
明
す
る
特
定
の
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
Ｄ
Ａ
Ｏ
に
提
案
す
る
。
こ
の
提
案
は
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
と
よ
ば
れ
る
者
の
承
認
を
受
け
、

そ
の
後
、
サ
イ
ト
に
ポ
ス
テ
ィ
ン
グ
さ
れ
た
す
べ
て
の
提
案
を
ト
ー
ク
ン
ホ
ル
ダ
ー
（
投
資
家
）
が
審
査
し
、
そ
れ
ら
の
者
の
多
数
決
に

よ
り
ど
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
資
金
を
割
り
振
る
か
が
決
定
さ
れ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
た
。
最
終
的
に
投
資
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
選
定
は

ト
ー
ク
ン
ホ
ル
ダ
ー
（
投
資
家
）
の
決
定
に
委
ね
ら
れ
る
も
の
の
、
創
設
者
や
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
の
関
与
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
証
券
規
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制
と
の
関
係
で
はThe DAO

の
仕
組
み
が
真
に
分
散
型
と
評
し
う
る
か
が
問
題
と
な
り
、
構
成
員
（
投
資
家
）
の
民
事
責
任
を
考
え
る

上
で
はThe DAO

の
法
的
地
位
（
位
置
づ
け
）
が
何
で
あ
る
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

⑵　

ト
ー
ク
ン
の
法
的
性
質
を
め
ぐ
る
従
来
の
議
論

　

最
近
の
Ｄ
Ａ
Ｏ
の
成
長
に
は
著
し
い
も
の
が
あ
る（
2
）が、

そ
の
法
的
地
位
と
と
も
に
構
成
員
に
ど
の
よ
う
な
法
的
リ
ス
ク
が
あ
る
か
は
明

確
で
な
い
。
Ｄ
Ａ
Ｏ
の
さ
ら
な
る
普
及
に
と
っ
て
法
的
リ
ス
ク
は
無
視
で
き
な
い
問
題
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、
Ｄ
Ａ
Ｏ
は
権
利
・
義

務
の
帰
属
主
体
た
る
法
人
で
は
な
く
（
法
人
格
を
有
し
な
い
）、
さ
ら
に
Ｄ
Ａ
Ｏ
の
法
的
位
置
づ
け
が
は
っ
き
り
し
な
い
た
め
、
Ｄ
Ａ
Ｏ
の

倒
産
や
不
法
行
為
が
問
題
と
な
る
場
合
に
、
構
成
員
は
有
限
責
任
の
利
益
を
享
受
で
き
ず
、
個
人
責
任
を
問
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
第

二
に
、
Ｄ
Ａ
Ｏ
の
法
的
性
質
次
第
で
構
成
員
が
お
互
い
に
受
任
者
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
り
、
あ
る
い
は
無
限
責
任
の
リ
ス
ク
を
負
担
す

る
こ
と
に
な
れ
ば
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
及
び
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
用
い
る
メ
リ
ッ
ト
、
つ
ま
り
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
コ
ス
ト
や
取

引
費
用
の
削
減
の
便
益
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
二
〇
一
七
年
に
公
表
し
たThe DAO

 Rep

（
3
）

ort

に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
ハ
ウ
イ
テ
ス
ト
の
基
準
（
①
金
銭
の
出
資
、
②
共
同

事
業
、
③
「
利
益
の
期
待
」、
④
「
他
者
の
努
力
に
依
存
」
の
四
要
件
）
を
適
用
し
て
、The DAO

ト
ー
ク
ン
が
有
価
証
券
に
該
当
し
、
そ
の
発

行
は
証
券
規
制
に
服
す
る
と
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
た
。
他
方
、
わ
が
国
で
は
、
二
〇
一
九
（
令
和
元
）
年
の
金
融
商
品
取
引
法
（
以
下
、

金
商
法
）
の
改
正
に
先
立
ち
、「
仮
想
通
貨
交
換
業
等
に
関
す
る
研
究
会
報
告
書
」
に
お
い
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｏ
に
お
い
て
発
行
さ
れ
る
ト
ー
ク

ン
の
購
入
者
が
発
行
者
か
ら
の
事
業
収
益
等
の
分
配
等
を
期
待
す
る
場
合
に
、
ト
ー
ク
ン
表
示
権
利
は
金
商
法
上
の
集
団
投
資
ス
キ
ー
ム

持
分
（
金
融
商
品
取
引
法
（
以
下
、
金
商
法
）
二
条
二
項
五
号
・
六
号
）
に
該
当
す
る
と
の
見
解
が
示
さ
れ
、
こ
れ
を
受
け
て
電
子
記
録
移

転
権
利
（
金
商
法
三
条
三
項
）
の
概
念
が
設
け
ら
れ
、
証
券
規
制
の
枠
組
み
が
整
備
さ
れ（
4
）た。

そ
の
後
、The DAO

ト
ー
ク
ン
の
法
的
性

質
に
つ
い
て
、Slock.it

社
と
そ
の
共
同
創
業
者
が
創
設
し
たThe DAO

の
発
行
す
る
ト
ー
ク
ン
は
、
根
拠
法
を
持
た
な
い
集
団
投
資
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ス
キ
ー
ム
持
分
に
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
の
見（
5
）解が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
右
に
見
た
よ
う
な
わ
が
国
及
び
米
国
に
お
け
る
従
来
の
議
論
は
、
金
融
規
制
の
一
環
と
し
て
ト
ー
ク
ン
が
有
価
証
券
に
該
当

す
る
（
証
券
規
制
が
適
用
さ
れ
る
）
場
合
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
以
上
に
Ｄ
Ａ
Ｏ
そ
れ
自
体
の
法
的
地
位
や
ト
ー
ク
ン

の
民
事
法
的
な
性
質
（
組
合
持
分
か
否
か
）
ま
で
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
Ｄ
Ａ
Ｏ
の
エ
コ
シ
ス
テ
ム
は
複
数
の
レ
イ

ヤ
ー
か
ら
な
る
多
層
構
造
を
と
っ
て
お
り
、
そ
の
責
任
リ
ス
ク
を
議
論
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
証
券
規
制
や
一
部
の
レ
イ
ヤ
ー
の
責
任
問
題

に
矮
小
化
せ
ず
、
シ
ス
テ
ム
全
体
を
総
合
的
に
捉
え
る
必
要
が
あ（
6
）る（

シ
ス
テ
ム
理
論
）。

2　

本
稿
の
課
題
及
び
ア
プ
ロ
ー
チ

　

本
稿
は
、
金
融
規
制
に
と
ど
ま
ら
ず
、
わ
が
国
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
解
明
さ
れ
て
い
な
い
Ｄ
Ａ
Ｏ
の
法
的
地
位
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い

て
分
析
・
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
も
っ
と
も
、
本
稿
で
は
複
数
の
レ
イ
ヤ
ー
か
ら
な
る
Ｄ
Ａ
Ｏ
の
エ
コ
シ
ス
テ
ム
を
構
成
す
る

者
す
べ
て
の
民
事
責
任
を
検
討
す
る
の
で
は
な
く
、
Ｄ
Ａ
Ｏ
の
法
的
地
位
を
め
ぐ
る
議
論
の
分
析
を
通
し
て
、
Ｄ
Ａ
Ｏ
関
係
者
、
と
り
わ

け
ト
ー
ク
ン
ホ
ル
ダ
ー
（
投
資
家
）
の
民
事
責
任
の
リ
ス
ク
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
そ
の
リ
ス
ク
に
対
処
す
る
た
め
の
海
外
に
お
け

る
最
近
の
動
向
を
考
察
す
る
。

二　

Ｄ
Ａ
Ｏ
の
法
的
地
位
を
め
ぐ
る
議
論

1　
（
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
）
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
／
ジ
ョ
イ
ン
ト
・
ベ
ン
チ
ャ
ー

　

U
niform

 Partnership Act

（cited as U
PA

）
に
よ
る
と
、
二
人
以
上
の
者
が
営
利
目
的
で
事
業
の
共
同
所
有
者
と
な
る
場
合
に
パ
ー



ＤＡＯの法的地位と構成員の法的責任

27

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
が
成
立
す
る
（U

niform
 Partnership Act 

§202

（a

））。
当
事
者
が
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
成
立
さ
せ
る
意
図
を
有
す
る
か

否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
Ｄ
Ａ
Ｏ
は
こ
の
要
件
を
満
た
す
と
考
え
ら
れ（
7
）る。

ま
ず
、
ト
ー
ク
ン
（
イ
ー
サ
）
の
購
入
を
通
し
て
Ｄ
Ａ
Ｏ
の
構

成
員
は
多
様
な
投
資
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
投
資
家
に
な
り
、
Ｄ
Ａ
Ｏ
の
資
産
を
支
配
し
そ
こ
か
ら
の
収
益
を
期
待
す
る
か
ら
、
営
利
目
的
で

共
同
事
業
を
行
う
意
図
が
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
、
事
業
上
の
「
損
益
」
を
共
通
に
す
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
く
、
共
同
「
所
有
」
の
要

件
を
満
た
す
た
め
に
、
①
事
業
を
「
支
配
」
す
る
権
限
（ability to control the enterprise

）
を
有
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
こ
れ
は
事

業
の
管
理
・
運
営
上
の
支
配
権
で
あ
り
、The DAO

の
場
合
に
は
コ
ー
ド
に
ル
ー
ル
が
設
定
さ
れ
、
役
員
（
人
間
）
を
必
要
と
せ
ず
、

メ
ン
バ
ー
が
集
合
的
に
議
決
権
を
行
使
す
る
形
と
な
る
。
ト
ー
ク
ン
ホ
ル
ダ
ー
（
投
資
家
）
に
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
決
定
に
関
与
す
る
権

利
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
コ
ー
ド
を
変
更
す
る
権
利
及
び
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
の
選
解
任
権
が
与
え
ら
れ
る
。
②
ま
た
、
ト
ー
ク
ン
ホ

ル
ダ
ー
（
投
資
家
）
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
損
益
を
共
通
に
す
る
権
利
を
有
し
て
お
り
、
事
業
に
共
通
の
利
害
関
係
を
有
し
て
い
る
。

投
資
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
総
収
益
を
共
通
に
し
、
投
資
の
失
敗
の
リ
ス
ク
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
③
最
後
に
、
総
収
益
を
共
通
に
す

る
当
事
者
は
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
、
客
観
的
に
み
て
利
益
目
的
で
事
業
を
共
同
し
て
行
う
こ
と
を
意
図
し
さ
え
す
れ
ば
足
り

る
。The DAO

の
場
合
、
ト
ー
ク
ン
を
購
入
す
る
ト
ー
ク
ン
ホ
ル
ダ
ー
（
投
資
家
）
は
事
業
の
持
分
と
議
決
権
を
有
す
る
こ
と
、
さ
ら

に
利
害
関
係
を
共
通
に
し
、
コ
ー
ド
を
管
理
す
る
権
限
を
有
す
る
こ
と
を
認
識
す
る
。
当
事
者
は
主
観
的
に
も
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
形

成
す
る
意
図
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
にThe DAO

は
、
Ｕ
Ｐ
Ａ
に
基
づ
き
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
・
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
仮
に
裁
判
所

が
そ
の
成
立
を
認
め
な
い
と
き
で
も
、
少
な
く
と
も
ジ
ョ
イ
ン
ト
・
ベ
ン
チ
ャ
ー
（joint venture. cited as JV

）
が
成
立
す
る
と
考
え
ら

れ（
8
）る。
Ｊ
Ｖ
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
と
比
べ
て
事
業
目
的
や
存
続
期
間
が
限
定
（
単
一
の
取
引
や
事
業
が
想
定
）
さ
れ
て
い
る（
9
）点に
違
い
が

あ
る
が
、
Ｕ
Ｐ
Ａ
を
採
用
す
る
す
べ
て
の
州
で
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
と
Ｊ
Ｖ
が
区
別
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
多
く
の
州
で
は
、
両

者
の
定
義
こ
そ
異
な
る
も
の
の
、
法
的
な
取
扱
い
は
同
様
で
あ
り
、
Ｊ
Ｖ
に
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
諸
原
理
が
適
用
さ
れ
る
。The 
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DAO

の
構
造
は
お
そ
ら
く
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
Ｊ
Ｖ
に
該
当
す
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州

法
の
下
で
は
、
次
の
五
つ
の
要
件
を
満
た
せ
ば
Ｊ
Ｖ
が
成
立
す
る
と
さ
れ
る
。
①
共
通
の
目
的
実
現
に
利
害
関
係
を
共
に
す
る
、
②
共
同

の
支
配
、
③
事
業
に
共
通
の
財
産
的
な
利
害
関
係
を
有
す
る
、
④
利
益
を
共
通
に
す
る
権
利
を
有
し
、
⑤
損
失
を
負
担
す
る
義
）
10
（
務
を
負
う

こ
と
の
五
つ
で
あ
る
。The DAO

は
こ
の
五
つ
の
要
件
を
満
た
す
。
共
通
目
的
の
た
め
の
利
益
共
同
体
が
あ
る
。
ト
ー
ク
ン
ホ
ル
ダ
ー

（
投
資
家
）
は
事
業
を
支
配
す
る
権
利
（
議
決
権
）
を
有
し
、
事
業
に
財
産
的
な
利
益
を
有
し
損
益
を
共
通
に
す
る
。

2　

ビ
ジ
ネ
ス
・
ト
ラ
ス
ト
（
事
業
信
託
）

　

Ｄ
Ａ
Ｏ
に
つ
い
て
、
１
．
に
み
た
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
構
成
を
採
る
と
、
法
人
格
が
な
い
こ
と
に
加
え
、
パ
ー
ト
ナ
ー
（
組
合
員
）
個

人
の
無
限
責
）
11
（

任
が
問
題
と
な
る
た
め
、
有
限
責
任
の
利
益
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
構
成
員
か
ら
の
財
産
の
独
立
性
（
法
人

格
）
を
認
め
る
事
業
主
体
あ
る
い
は
法
律
構
成
の
探
求
が
課
題
と
な
る
。
有
限
責
任
及
び
法
人
財
産
の
独
立
性
を
実
現
す
る
た
め
、
株
式

会
社
ま
た
は
合
同
会
社
（
日
本
版
Ｌ
Ｌ
Ｃ
）
を
選
択
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
形
態
も
Ｄ
Ａ
Ｏ
と
い
う
分
散
型
事

業
主
体
（decentralized or distributed business entities, D

BEs

）
に
必
ず
し
も
適
合
す
る
も
の
で
は
な
）
12
（

く
、
む
し
ろ
契
約
を
基
礎
と
し
、

技
術
の
複
雑
性
に
即
応
す
る
こ
と
が
で
き
、
柔
軟
性
を
提
供
で
き
る
事
業
主
体
が
望
ま
し
く
、
企
業
理
論
（firm

 theory

）
と
し
て
は

「
契
約
の
束
（nexus of contracts

）」
理
論
と
シ
ス
テ
ム
理
論
が
適
当
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
し
て
Ｄ
Ｂ
Ｅ
ｓ
の
法
律
構
成
に
つ

い
て
、「
契
約
、
複
雑
性
、
柔
軟
性
」
の
三
つ
の
属
性
を
有
す
る
事
業
形
態
と
し
て
提
唱
さ
れ
る
の
が
、
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
で
あ
れ
ば
依

拠
し
た
と
考
え
ら
れ
る
「
ビ
ジ
ネ
ス
・
ト
ラ
ス
ト
（business trust
）」
で
あ
）
13
（

る
。

　

Ｄ
Ａ
Ｏ
の
エ
コ
シ
ス
テ
ム
を
ビ
ジ
ネ
ス
・
ト
ラ
ス
ト
と
構
成
す
る
と
き
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
（
プ
ロ
ト
コ
ル
）
の
レ
ベ
ル
、
ス
マ
ー

ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
レ
ベ
ル
、
さ
ら
に
複
雑
な
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
で
あ
る
Ｄ
Ａ
Ｏ
の
レ
ベ
ル
を
区
別
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
Ｄ
Ａ
Ｏ
の
レ
ベ
ル
に
注
目
し
て
み
る
。The DAO

は
受
託
者
が
受
益
証
券
保
有
者
の
た
め
に
信
託
財
産
（
＝
デ
ジ
タ
ル
資
産
）
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を
保
持
・
管
理
す
る
と
い
う
要
件
を
満
た
す
と
考
え
ら
れ
）
14
（
る
。
ま
ず
、
Ｄ
Ａ
Ｏ
コ
ー
ド
が
信
託
契
約
（trust agreem

ent

）
に
相
当
す
る
。

The DAO

に
は
（
ａ
）
受
益
権
（
信
託
財
産
の
持
分
）
を
表
示
す
る
ト
ー
ク
ン
と
（
ｂ
）
議
決
権
行
使
の
権
限
が
認
め
ら
れ
る
ト
ー
ク
ン

の
二
つ
の
レ
ベ
ル
が
存
在
し
、
ビ
ジ
ネ
ス
・
ト
ラ
ス
ト
の
受
益
権
を
有
す
る
「
受
益
証
券
ト
ー
ク
ン
ホ
ル
ダ
ー
」
と
そ
の
者
か
ら
選
定
さ

れ
る
受
託
者
に
与
え
ら
れ
る
「
受
託
者
ト
ー
ク
ン
ホ
ル
ダ
ー
」
に
分
け
ら
れ
る
。
受
託
者
ト
ー
ク
ン
ホ
ル
ダ
ー
が
信
託
財
産
の
管
理
・
運

営
を
指
示
し
、
そ
こ
か
ら
上
が
る
利
益
を
受
益
証
券
保
持
者
に
分
配
す
る
。
こ
の
よ
う
にThe DAO

そ
れ
自
体
を
ビ
ジ
ネ
ス
・
ト
ラ
ス

ト
と
み
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
ト
ー
ク
ン
ホ
ル
ダ
ー
（
投
資
家
）
は
有
限
責
任
の
利
益
を
享
受
し
、The DAO

自
体
は
財
産
の
独
立
性

を
維
持
し
、
主
体
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
あ
）
15
（

る
。
も
っ
と
も
、
ビ
ジ
ネ
ス
・
ト
ラ
ス
ト
と
い
う
法
律
構
成
に
対
し

て
は
、
米
国
に
お
け
る
法
律
構
成
と
し
て
適
当
か
も
し
れ
な
い
が
、
多
く
の
州
が
ビ
ジ
ネ
ス
・
ト
ラ
ス
ト
と
い
う
概
念
に
馴
染
み
が
な
い

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
）
16
（
る
。

3　

ク
リ
プ
ト
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
（
暗
号
技
術
利
用
型
会
社
）

　

同
じ
く
Ｄ
Ａ
Ｏ
の
特
性
を
踏
ま
え
る
と
、
株
式
会
社
や
合
同
会
社
な
ど
既
存
の
い
ず
れ
か
の
事
業
組
織
に
う
ま
く
適
合
す
る
も
の
で
は

な
い
と
し
て
、
Ｄ
Ａ
Ｏ
コ
ー
ド
に
よ
る
事
業
を
実
現
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
投
資
家
の
保
護
や
流
通
市
場
に
お
け
る
混
乱
を
避
け
る
た
め
、

特
別
の
立
法
を
必
要
と
す
る
と
の
見
）
17
（
解
が
あ
る
。
ま
ず
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
（
組
合
）
と
し
て
の
性
格
決
定
に
つ
い
て
は
、
Ｄ
Ａ
Ｏ
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
起
因
す
る
損
害
が
問
題
と
な
っ
た
と
き
に
、
ト
ー
ク
ン
ホ
ル
ダ
ー
（
投
資
家
）
が
パ
ー
ト
ナ
ー
（
組
合
員
）
と
し
て
個

人
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
こ
と
、
ま
た
Ｄ
Ａ
Ｏ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
さ
ら
な
る
成
長
を
考
え
る
と
き
、
パ
ー
ト
ナ
ー
持
分
と
し

て
の
性
格
づ
け
は
流
通
市
場
で
の
取
引
の
障
害
と
な
り
う
る
こ
と
や
投
資
家
保
護
と
の
関
係
で
問
題
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
創
業
者

と
ト
ー
ク
ン
ホ
ル
ダ
ー
（
投
資
家
）
に
と
っ
て
法
人
格
の
あ
る
事
業
組
織
の
利
用
が
最
優
先
事
項
と
な
）
18
（

る
。
次
に
、
Ｌ
Ｌ
Ｃ
構
成
が
考
え

ら
れ
る
と
こ
ろ
、
確
か
に
Ｌ
Ｌ
Ｃ
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
は
柔
軟
性
が
あ
り
（
構
成
員
の
権
利
・
義
務
の
あ
り
方
は
大
幅
に
Ｌ
Ｌ
Ｃ
合
意
に
委
ね
ら
れ
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る
）、
何
よ
り
も
構
成
員
の
有
限
責
任
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
Ｌ
Ｌ
Ｃ
構
成
に
は
次
の
よ
う
な
難
点
が
指
摘
さ
れ
る
。

第
一
に
、
Ｌ
Ｌ
Ｃ
合
意
で
は
構
成
員
の
氏
名
及
び
住
所
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
り
、
Ｄ
Ａ
Ｏ
の
特
徴
で
あ
る
匿
名
性

（pseudonym
ous

）
が
失
わ
れ
か
ね
な
）
19
（
い
。
第
二
に
、
Ｌ
Ｌ
Ｃ
に
は
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
柔
軟
性
が
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
諸
刃
の
剣
に
な

り
う
る
。
そ
も
そ
も
Ｌ
Ｌ
Ｃ
の
合
意
内
容
の
開
示
は
要
求
さ
れ
て
お
ら
ず
、
投
資
家
が
ト
ー
ク
ン
を
取
得
す
る
に
あ
た
り
ど
の
よ
う
な
権

利
・
義
務
が
存
在
す
る
か
調
査
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
情
報
リ
ス
ク
が
増
大
す
る
と
と
も
に
流
通
市
場
に
お
い
て
混
乱
を
招
く
か
も

し
れ
な
）
20
（
い
。
ま
た
、
Ｌ
Ｌ
Ｃ
合
意
に
よ
っ
て
受
任
者
義
務
の
存
在
・
範
囲
が
決
め
ら
れ
る
た
め
、
Ｌ
Ｌ
Ｃ
が
投
資
家
の
弱
み
に
付
け
込
む

形
で
柔
軟
性
が
悪
用
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
逆
に
、
メ
ン
バ
ー
経
営
型
の
Ｌ
Ｌ
Ｃ
で
は
、
構
成
員
（
投
資
家
）
に
望
ま
な
い
義
務

が
課
さ
れ
る
結
果
と
な
り
、
意
図
せ
ず
法
的
リ
ス
ク
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
Ｌ
Ｌ
Ｃ
は
Ｄ
Ａ
Ｏ
に
最
も
適
合
す
る

ヴ
ィ
ー
ク
ル
と
考
え
ら
れ
る
が
、
よ
り
広
範
に
普
及
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
ト
ー
ク
ン
ホ
ル
ダ
ー
（
投
資
家
）
に
画
一
的
な
権
利
・
義
務

を
付
与
す
る
こ
と
（
一
貫
性
）
が
投
資
家
を
保
護
し
、
流
通
市
場
に
お
け
る
混
乱
を
回
避
す
る
こ
と
に
つ
な
が
）
21
（
る
。
最
後
に
、
株
式
会
社

構
成
に
も
難
点
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
第
一
に
、
Ｌ
Ｌ
Ｃ
の
場
合
と
同
様
、
株
主
名
簿
が
存
在
す
る
た
め
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護

や
匿
名
性
の
確
保
が
難
し
い
と
い
う
問
題
が
あ
）
22
（
る
。
第
二
に
、
分
散
型
で
純
粋
に
民
主
主
義
的
な
構
造
を
も
つ
Ｄ
Ａ
）
23
（
Ｏ
に
は
株
式
会
社
の

権
限
分
配
の
構
造
は
う
ま
く
適
合
し
な
い
。

　

最
終
的
に
、
特
別
立
法
の
内
容
と
し
て
、
①
法
主
体
性
の
付
与
（
送
達
・
管
轄
な
ど
）、
②
二
重
課
税
の
回
避
、
③
有
限
責
任
の
実
現
、

④
画
一
的
内
容
の
ト
ー
ク
ン
持
分
（
譲
渡
可
能
、
持
分
に
応
じ
た
議
決
権
）、
⑤
議
決
権
（
決
議
要
件
）、
⑥
匿
名
性
の
維
持
（
オ
ン
ラ
イ
ン

フ
ォ
ー
ラ
ム
の
開
催
等
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）、
⑦
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
の
義
務
（
潜
在
的
な
違
法
行
為
の
抑
止
）、
⑧
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン

上
の
記
録
保
存
（
持
分
の
追
跡
可
能
性
）、
⑨
証
券
規
制
の
適
用
（
投
資
家
の
保
護
は
重
要
）
を
内
容
と
す
る
こ
と
を
提
案
す
）
24
（
る
。
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4　

考
察
の
ま
と
め

　

Ｄ
Ａ
Ｏ
を
実
定
法
秩
序
の
中
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
に
つ
い
て
は
、
コ
ア
開
発
者
や
創
設
者
が
株
式
会
社
な
ど
既
存
の
特
定
の

企
業
形
態
を
選
択
し
な
い
限
り
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
（
組
合
）
の
成
立
が
認
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
場
合
に
は
パ
ー

ト
ナ
ー
（
組
合
員
）
が
個
人
的
な
責
任
を
負
う
こ
と
か
ら
、
Ｄ
Ａ
Ｏ
の
よ
り
広
範
な
普
及
に
は
法
的
責
任
の
リ
ス
ク
へ
の
対
応
が
求
め
ら

れ
る
。
Ｄ
Ａ
Ｏ
構
成
員
の
有
限
責
任
を
実
現
す
る
と
と
も
に
、
Ｄ
Ａ
Ｏ
財
産
の
構
成
員
か
ら
の
独
立
性
を
実
現
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
る

（
具
体
的
な
対
応
策
に
つ
い
て
、
後
掲
四
．
参
照
）。

三　

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
成
立
要
件

　

立
法
者
が
Ｄ
Ａ
Ｏ
に
つ
い
て
特
別
法
を
制
定
す
る
か
、
当
事
者
が
既
存
の
特
定
の
企
業
形
態
を
意
識
的
に
選
択
す
る
の
で
な
い
限
り
、

Ｄ
Ａ
Ｏ
に
つ
い
て
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
（
組
合
）
の
成
否
が
問
題
と
な
る
。
そ
こ
で
、
わ
が
国
及
び
米
国
に
お
け
る
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

（
組
合
）
の
成
立
要
件
に
つ
い
て
改
め
て
確
認
す
る
。

1　

わ
が
国

⑴　

学　

説

　

民
法
上
の
組
合
は
、
数
人
の
者
が
各
自
出
資
し
て
共
同
事
業
を
営
む
こ
と
を
約
束
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
き
あ
が
る
団
体
で
あ
る
（
民

法
六
六
七
条
一
項
）。
組
合
の
目
的
に
は
非
営
利
の
事
業
（
組
合
員
共
通
の
利
益
（
共
益
）
や
公
益
を
目
的
と
す
る
も
の
）
を
含
む
も
の
と
さ

れ
、
組
合
員
へ
の
利
益
配
分
の
目
的
や
損
失
分
担
義
務
は
要
件
と
さ
れ
な
か
っ）

25
（

た
。
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い
か
な
る
場
合
に
組
合
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
、
教
科
書
等
で
は
、
共
同
事
業
の
内
容
に
特
段
の
制
限
は
な
く
、
営
利
・

非
営
利
を
問
わ
な
い
こ
と
か
ら
、
社
会
に
存
在
す
る
多
様
な
人
的
結
合
の
う
ち
「
組
合
」
と
認
定
し
た
裁
判
例
が
挙
げ
ら
れ
る
の
が
一
般

的
で
あ
）
26
（
る
。
成
立
要
件
と
し
て
は
、
二
人
以
上
の
当
事
者
の
合
意
に
基
づ
く
各
当
事
者
の
「
出
資
」
と
「
共
同
の
事
業
を
営
む
こ
と
」
が

必
要
で
あ
り
、
事
業
の
共
同
性
の
解
釈
で
は
参
加
の
側
面
が
強
調
さ
れ
、
営
利
組
合
に
つ
い
て
は
、
損
失
分
担
義
務
を
負
わ
な
い
組
合
員

が
い
て
も
よ
い
と
す
る
一
方
で
、
利
益
分
配
に
あ
ず
か
ら
な
い
組
合
員
が
い
る
こ
と
（
い
わ
ゆ
る
獅
子
組
合
）
は
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ
）
27
（

る
。

⑵　

判　

例

　

紛
争
解
決
の
前
提
と
し
て
「
組
合
」
の
成
立
が
認
定
さ
れ
た
先
例
に
は
次
の
も
の
が
あ
る
。
①
大
判
大
正
七
・
七
・
一
〇
民
録
二
四
輯

一
四
八
〇
頁
、
②
最
判
昭
和
三
五
・
一
二
・
九
民
集
一
四
巻
一
三
号
二
九
九
四
頁
、
③
最
判
昭
和
四
五
・
一
一
・
一
一
民
集
二
四
巻
一
二

号
一
八
五
四
頁
（
判
時
六
一
一
号
一
九
頁
）、
④
鹿
児
島
地
判
昭
和
四
八
・
六
・
二
八
判
時
七
二
〇
号
八
六
頁
、
⑤
東
京
地
判
昭
和
五
九
・

九
・
二
八
判
タ
五
四
四
号
一
四
〇
頁
、
⑥
東
京
地
判
平
成
九
・
二
・
二
七
判
例
タ
イ
ム
ズ
九
四
四
号
二
四
三
頁
、
⑦
最
判
平
成
一
〇
・

四
・
一
四
民
集
五
二
巻
三
号
八
一
三
頁
（
判
時
一
六
三
九
号
一
二
二
頁
）、
⑧
最
判
平
成
一
一
・
二
・
一
三
判
時
一
六
七
一
号
七
一
頁
、
⑨

函
館
地
判
平
成
一
二
・
二
・
二
四
判
例
時
報
一
七
二
三
号
一
〇
二
頁
で
あ
る
。
組
合
の
成
立
に
関
す
る
判
断
と
し
て
参
考
と
な
る
の
が
、

④
判
決
、
⑥
判
決
及
び
⑨
判
）
28
（

決
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
最
も
直
接
的
か
つ
具
体
的
な
判
断
を
示
す
も
の
が
⑨
判
決
で
あ
る
。

　

④ 　

鹿
児
島
地
判
昭
和
四
八
・
六
・
二
八
判
時
七
二
〇
号
八
六
頁
（
組
合
の
業
務
執
行
中
に
生
じ
た
不
法
行
為
に
つ
き
組
合
員
全
員
が
不
真
正

連
帯
債
務
を
負
う
）

　

建
築
工
事
請
負
事
業
者
で
あ
る
Ｙ
ら
が
会
館
建
設
工
事
を
請
け
負
う
た
め
に
、
Ｙ
ら
三
名
の
間
で
、（
１
）
建
設
事
業
を
共
同
連
帯
し

て
営
む
こ
と
を
目
的
と
す
る
、（
２
）
企
業
体
の
名
称
は
「
わ
か
さ
建
設
共
同
体
」
と
す
る
、（
３
）
企
業
体
の
構
成
員
は
Ｙ
ら
三
名
と
し
、
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こ
の
う
ち
の
宮
崎
建
設
を
企
業
体
の
代
表
者
と
し
、
建
設
工
事
の
施
工
に
関
し
、
企
業
体
を
代
表
し
て
対
外
的
な
折
衝
を
す
る
権
限
や
企

業
体
に
属
す
る
財
産
を
管
理
す
る
権
限
を
有
す
る
、（
４
）
企
業
体
の
出
資
割
合
は
別
に
定
め
る
（
会
館
建
設
工
事
に
つ
い
て
の
出
資
割
合
は
、

宮
崎
三
三
・
四
％
、
笹
川
・
陸
は
各
三
三
・
三
％
）、（
５
）
企
業
体
は
構
成
員
全
員
を
も
っ
て
運
営
委
員
会
を
設
け
、
建
設
工
事
の
完
成
に
あ

た
る
、（
６
）
各
構
成
員
は
建
設
工
事
の
請
負
契
約
の
履
行
に
関
し
、
連
帯
し
て
責
任
を
負
う
、（
７
）
企
業
体
は
工
事
竣
工
の
都
度
当
該

工
事
に
つ
い
て
決
算
を
行
い
、
利
益
の
配
分
、
損
失
の
負
担
と
も
に
構
成
員
の
出
資
の
割
合
に
よ
る
等
の
条
項
を
含
む
合
意
が
成
立
。
Ｙ

ら
三
名
の
間
に
成
立
し
た
合
意
は
、
民
法
上
の
組
合
契
約
で
あ
り
、「
わ
か
さ
建
設
共
同
企
業
体
」
は
、
契
約
に
基
づ
く
民
法
上
の
組
合

で
あ
る
。

　

組
合
の
業
務
で
あ
る
会
館
建
設
工
事
の
執
行
権
は
組
合
員
で
あ
る
Ｙ
ら
が
有
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
陸
代
表
者
榎
本
は
わ
か
さ
建
設

共
同
体
の
工
事
現
場
の
監
督
の
職
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
榎
本
の
過
失
に
よ
る
不
法
行
為
で
あ
る
本
件
事
故
に
つ
い
て
は
、
民
法
四
四
条

類
推
適
用
に
よ
っ
て
わ
か
さ
建
設
が
損
害
賠
償
債
務
を
負
い
、
組
合
契
約
の
（
１
）
及
び
（
６
）
の
約
定
に
よ
っ
て
、
民
法
六
七
五
条
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
組
合
員
ら
は
不
真
正
連
帯
債
務
を
負
う
。

 

⑥　

東
京
地
判
平
成
九
・
二
・
二
七
判
例
タ
イ
ム
ズ
九
四
四
号
二
四
三
頁

　

建
設
資
材
の
販
売
を
目
的
と
す
る
Ｘ
社
が
、
発
注
を
受
け
た
工
事
の
施
行
を
目
的
と
す
る
破
産
宣
告
を
受
け
た
Ａ
社
と
Ｙ
社
の
二
社
か

ら
な
る
Ａ
・
Ｙ
共
同
事
業
体
（
出
資
割
合
は
Ａ
（
代
表
者
）：
六
〇
％
、
Ｙ
：
四
〇
％
）
に
売
り
渡
し
た
建
設
資
材
の
代
金
に
つ
い
て
、
共

同
企
業
体
の
構
成
員
で
あ
る
Ｙ
に
対
し
て
売
掛
残
代
金
の
支
払
を
求
め
た
。
次
の
よ
う
な
事
実
を
認
定
し
、
Ｘ
か
ら
の
建
設
資
材
の
買
主

は
共
同
企
業
体
で
あ
る
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
Ａ
・
Ｙ
と
も
に
現
実
に
工
事
の
施
行
に
あ
た
っ
た
、
協
定
書
上
、
工
事
の
請
負
契
約
等
の

履
行
に
関
し
て
共
同
連
帯
責
任
を
負
い
、
出
資
割
合
に
よ
り
損
益
を
処
理
す
る
も
の
と
さ
れ
、
Ｘ
に
対
す
る
建
設
資
材
の
発
注
は
、
共
同

企
業
体
の
作
業
所
の
所
長
の
了
解
の
下
に
、
Ａ
や
Ｙ
の
従
業
員
が
、
随
時
、
電
話
等
に
よ
り
行
っ
て
い
た
こ
と
、
Ｘ
は
右
作
業
所
に
目
的

商
品
と
請
求
書
を
持
参
し
て
納
入
し
、
そ
の
物
品
受
領
書
に
は
、
納
入
先
と
し
て
「
Ａ
・
Ｙ
共
同
Ｊ
Ｖ
」
と
記
載
し
、
受
領
欄
に
本
件
共
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同
事
業
体
の
担
当
者
が
署
名
し
て
い
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

　

以
上
の
認
定
及
び
判
断
か
ら
、
本
件
共
同
企
業
体
は
民
法
上
の
組
合
の
性
質
を
有
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
り
（
組
合
員
の
破
産
が

脱
退
事
由
と
さ
れ
、
一
人
組
合
は
予
定
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
（
民
法
六
七
九
条
二
号
）、
構
成
員
二
社
か
ら
な
り
、
一
社
の
破
産
の
場
合
に
残
存
他

社
に
よ
る
工
事
完
成
義
務
と
出
資
割
合
の
取
得
を
定
め
て
い
る
本
件
共
同
企
業
体
は
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
組
合
の
要
素
が
減
退
し
て

い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
全
体
と
し
て
組
合
の
性
質
を
有
す
る
こ
と
の
妨
げ
と
は
な
ら
な
い
）、
Ｘ
は
、
本
件
共
同
企
業
体
か
ら

発
注
を
受
け
、
こ
れ
に
対
し
て
本
件
代
金
に
係
る
建
築
資
材
を
売
り
渡
し
た
も
の
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
）
29
（
る
。

　

⑨　

函
館
地
判
平
成
一
二
・
二
・
二
四
判
例
時
報
一
七
二
三
号
一
〇
二
頁

　

共
同
企
業
体
の
代
表
者
（
後
に
和
議
を
申
請
）
が
締
結
し
た
建
設
工
事
の
下
請
契
約
に
つ
い
て
、
注
文
主
は
共
同
企
業
体
で
あ
る
と
し

て
、
下
請
業
者
か
ら
代
表
者
以
外
の
構
成
員
二
社
に
対
し
て
請
負
残
代
金
の
支
払
請
求
が
な
さ
れ
た
事
案
で
あ
る
。

　

共
同
企
業
体
は
、
基
本
的
に
は
民
法
上
の
組
合
と
し
て
の
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
民
法
上
の
組
合
契
約
の
成
立
要
件
は
、

①
二
人
以
上
の
構
成
員
が
、
②
出
資
を
な
し
て
、
③
共
同
の
事
業
を
営
む
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
で
あ
る
（
民
法
六

六
七
条
一
項
）。
当
事
者
に
よ
る
合
意
の
後
の
現
実
の
運
営
の
状
況
は
、
そ
の
合
意
が
真
実
の
も
の
と
し
て
な
さ
れ
た
か
否
か
を
推
認
す
る

た
め
の
間
接
事
実
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。
本
件
共
同
事
業
体
は
実
体
の
な
い
ペ
ー
パ
ー
・
ジ
ョ
イ
ン
ト
に
過
ぎ
ず
、
民
法
上
の
組
合

を
形
成
す
る
合
意
は
存
在
せ
ず
、
本
件
共
同
企
業
体
の
形
成
の
合
意
は
、
利
益
配
当
契
約
で
あ
る
旨
の
主
張
に
対
し
、
実
質
的
に
も
民
法

上
の
組
合
契
約
の
締
結
を
し
て
お
り
、
本
件
共
同
企
業
体
は
、
民
法
上
の
組
合
の
実
体
を
有
す
る
も
の
と
し
て
結
成
さ
れ
、
運
営
さ
れ
て

い
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
②
の
「
出
資
」
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
金
銭
、
そ
の
他
の
物
、
権
利
、
労
務
等
が
対
象
と
な
る
。
③
の
「
共

同
の
事
業
を
営
む
こ
と
」
の
要
件
に
つ
い
て
は
、（
ⅰ
）
構
成
員
の
全
て
が
事
業
の
遂
行
に
関
与
す
る
権
利
を
持
つ
こ
と
が
必
要
と
さ
れ

る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
関
与
の
程
度
は
、
各
構
成
員
に
よ
っ
て
一
様
で
な
く
て
よ
く
、
構
成
員
は
、
契
約
に
よ
っ
て
業
務
執
行
や
代
表
権

限
を
他
の
一
人
又
は
数
人
の
構
成
員
に
委
ね
る
こ
と
が
で
き
る
（
民
法
六
七
〇
条
な
い
し
六
七
二
条
）。
し
か
し
、
そ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
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そ
の
構
成
員
は
、
最
小
限
、
業
務
及
び
財
産
の
状
況
を
検
査
す
る
権
限
を
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
業
務
の
遂
行
に
関
与
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
り
（
民
法
六
七
三
条
）、
も
し
、
こ
の
業
務
執
行
に
対
す
る
監
督
の
権
限
も
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
契
約
で
あ
れ
ば
、
組
合
契

約
た
り
得
な
い
と
解
さ
れ
る
。（
ⅱ
）
ま
た
構
成
員
の
全
て
が
事
業
の
成
功
に
利
害
関
係
を
有
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
、

営
利
事
業
を
目
的
と
す
る
場
合
に
は
、
各
構
成
員
に
対
し
て
利
益
の
分
配
が
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
あ
る
構
成
員
が
利
益
の
分
配
を
受
け

な
い
旨
の
定
め
を
す
る
こ
と
は
組
合
契
約
の
性
質
に
反
し
無
効
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

⑶　

判
例
の
整
理

　

わ
が
国
に
お
い
て
組
合
の
成
立
と
組
合
員
の
責
任
が
問
題
と
な
る
場
面
と
し
て
は
建
設
工
事
共
同
企
業
体
の
事
案
が
多
く
、
学
説
上
も

そ
れ
を
想
定
し
た
議
論
が
展
開
さ
れ
て
き
た
。
わ
が
国
で
は
建
設
工
事
共
同
企
業
体
に
ジ
ョ
イ
ン
ト
・
ベ
ン
チ
ャ
ー
と
い
う
用
語
が
あ
て

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
Ｊ
Ｖ
と
組
合
の
異
同
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
注
意
が
払
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
も
の
の
、
法
的
な
取
扱
い
に
お
い
て
差
異

は
な
く
、
厳
密
な
区
別
は
実
際
に
も
重
要
な
問
題
と
な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
条
文
上
、「
共
同
の
事
業
を
営
む
」
こ
と
と
の
関

係
で
、
メ
ン
バ
ー
が
事
業
に
関
与
す
る
（
少
な
く
と
も
監
督
の
権
限
が
与
え
ら
れ
る
）
こ
と
が
必
要
と
な
り
、
ま
た
損
益
の
分
配
は
明
示
的

な
要
件
で
は
な
い
が
、
事
業
の
成
功
に
利
害
関
係
を
有
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
現
実
の
共
同
事
業
体
の
協
定
書
で
は
「
損
益
配
分
」

の
定
め
が
あ
る
た
め
問
題
と
な
ら
な
い
が
、
本
質
的
な
要
素
で
あ
る
利
益
分
配
と
と
も
に
損
失
負
担
（
割
合
）
の
定
め
を
要
す
る
の
か
先

例
か
ら
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

２　

米　

国

⑴　

学　

説

　

ま
ず
、
ジ
ョ
イ
ン
ト
・
ベ
ン
チ
ャ
ー
（
Ｊ
Ｖ
）
に
つ
い
て
。
Ｊ
Ｖ
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
一
形
態
で
あ
り
、
営
利
目
的
の
事
業
と
性
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格
づ
け
ら
れ
、
当
事
者
が
財
産
、
金
銭
、
労
力
、
技
能
又
は
知
識
を
結
合
す
る
共
同
の
企
て
で
あ
る
。
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
が
継
続
的
な

事
業
に
利
用
さ
れ
る
の
に
対
し
、
Ｊ
Ｖ
は
存
続
期
間
が
限
定
的
で
あ
り
、
そ
の
利
用
目
的
も
「
単
一
の
あ
る
い
は
二
、
三
の
取
引
」
に
限

定
さ
れ
て
い
）
30
（
る
。
Ｊ
Ｖ
の
歴
史
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
、
Ｊ
Ｖ
の
概
念
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
成
立
要
件
を
満
た
さ
な
い
事
業

活
動
に
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
法
上
の
原
理
・
原
則
を
適
用
す
る
た
め
に
発
展
し
た
と
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
両
者
の
法
的
な
取
扱
い
は
著
し
い

差
異
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
は
な
）
31
（

い
。

　

Ｊ
Ｖ
の
成
立
要
件
は
、（
１
）
契
約
の
存
在
、（
２
）
共
通
の
目
的
、（
３
）
利
益
共
同
体
、（
４
）
同
一
事
業
の
支
配
権
、
及
び
（
５
）

損
失
及
び
利
益
へ
の
参
加
で
あ
る
（the official com

m
ent to RU

PA 

§202

）。
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
定
義
と
類
似
す
る
が
、
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
Ｒ
Ｕ
Ｐ
Ａ
の
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
（
主
体
）
と
し
て
の
扱
い
（e.g., 

§701 of RU
PA

）
は
Ｊ
Ｖ
に
は
妥
当
せ
ず
、
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
は
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
独
立
し
た
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
だ
け
れ
ど
も
、
Ｊ
Ｖ
は
そ
れ
を
構
成
す
る
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
独
立
し
た
存

在
で
は
な
い
と
さ
れ
）
32
（
る
。

　

次
に
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
成
立
要
件
は
、
共
同
所
有
者
と
し
て
営
利
目
的
で
事
業
を
遂
行
す
る
二
人
又
は
そ
れ
以
上
の
者
の
結
合

で
あ
る
（U

PA 

§2

）
33
（02

）。
共
同
所
有
の
要
素
に
は
、「
利
益
」
及
び
「
支
配
」
を
共
有
す
る
こ
と
が
含
ま
れ
る
。
こ
の
う
ち
「
利
益
の
共

有
」
が
本
質
的
な
要
素
で
あ
り
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
れ
ば
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
一
応
の
証
拠
と
な
る
が
、
当
事
者
に
事
業
支
配
の
権
限

（
現
実
に
行
使
さ
れ
る
必
要
は
な
い
が
、
単
な
る
事
務
的
な
任
務
を
処
理
す
る
以
上
の
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
）
が
与
え
ら
れ
な
い
と
そ
の
推
定
は
破
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
。
書
面
の
合
意
が
存
在
す
る
だ
け
、
あ
る
い
は
単
に
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
成
立
さ
せ
る
意
図
が
あ
る
だ
け
で
は
十
分

で
な
い
。
そ
の
認
定
に
は
事
案
ご
と
の
個
別
判
断
が
求
め
ら
れ
、
当
事
者
間
で
の
口
頭
又
は
書
面
で
の
合
意
の
み
な
ら
ず
、
当
事
者
の
行

為
や
諸
処
の
状
況
を
鑑
み
た
も
の
と
な
る
。
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⑵　

判　

例

　

酪
農
業
の
運
営
に
お
い
て
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
成
否
が
争
わ
れ
た
事
例H

illm
an v. Cannon, 810 N. W

. 2d.   25 

（2011

）, 2011 

W
L 6670657

を
み
て
み
る
。
判
旨
の
ポ
イ
ン
ト
を
ま
と
め
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
成
立
に
は
（
１
）
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
協
働
す
る
意
図
、（
２
）
事
業
（business

）、（
３
）
利
益
の
獲
得

（earnings of profits
）、（
４
）
利
益
、
財
産
、
及
び
支
配
を
共
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
立
証
が
求
め
ら
れ
る
が
、
主
な
争
点
は
（
１
）

と
（
４
）
の
要
件
を
満
た
す
か
に
あ
る
。

　

最
も
重
要
な
テ
ス
ト
は
、
二
当
事
者
間
で
（
１
）「
協
働
す
る
意
図
」
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
各
人
が
主
観
的
に
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
を
形
成
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
を
意
図
し
た
か
で
は
な
く
、
各
人
が
営
利
を
目
的
と
し
て
共
同
で
事
業
を
す
る
意
図
が
あ
る
か
に
焦

点
が
あ
る
。
ま
た
、
当
事
者
間
で
何
ら
か
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
合
意
の
締
結
を
要
件
と
す
る
も
の
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
に
自
発
的
な

当
事
者
の
行
為
が
営
利
目
的
で
共
同
事
業
を
営
む
も
の
で
あ
れ
ば
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
形
成
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
明
示
的
な
意

図
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
は
成
立
す
る
（
以
下
、「
う
っ
か
り
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
」）。
個
別
の
事
案
に
お
い
て
、
当
事
者

の
意
図
を
認
定
す
る
に
あ
た
り
、
当
事
者
の
行
為
や
取
引
の
行
わ
れ
た
状
況
が
考
慮
さ
れ
る
。
当
事
者
が
対
外
的
に
自
分
た
ち
を
パ
ー
ト

ナ
ー
で
あ
る
と
自
認
し
て
い
た
か
ど
う
か
、
自
分
た
ち
の
事
業
を
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
と
よ
ん
で
い
た
か
ど
う
か
が
そ
の
要
素
と
し
て
挙

げ
ら
れ
る
。
各
人
が
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
事
業
を
営
む
こ
と
を
対
外
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
た
よ
う
な
場
合
に
は
共
同
で
事
業
を
営
む
意
図

を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
日
常
業
務
の
費
用
を
分
担
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
債
権
者
に
対
し
て
は
独
立
に
分
割
し
て
請
求
す
る
よ
う

要
求
し
、
他
人
の
債
務
に
つ
い
て
責
任
を
負
っ
て
い
な
い
場
合
に
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
事
業
と
認
め
ら
れ
る
。

　

次
に
、（
４
）
の
う
ち
、
利
益
の
共
有
に
つ
い
て
。
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
諸
費
用
の
支
払
を
控
除
し
た
残
額
が
利
益
で
あ
る
。
各

パ
ー
ト
ナ
ー
の
そ
れ
ぞ
れ
に
帰
属
す
る
独
立
し
た
経
常
費
用
は
存
在
せ
ず
、
超
過
収
益
を
シ
ェ
ア
す
る
こ
と
が
利
益
の
シ
ェ
ア
に
あ
た
る
。

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
成
否
の
判
断
に
あ
た
り
、
総
収
益
の
シ
ェ
ア
と
利
益
の
共
有
を
区
別
す
る
。
総
収
益
の
シ
ェ
ア
は
、
た
と
え
収
益
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を
生
み
出
す
財
産
を
共
有
す
る
と
し
て
も
そ
れ
自
身
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
成
立
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
一
方
、
利
益
を
シ
ェ
ア
す
る
者

は
、
特
別
の
事
情
の
な
い
限
り
、
事
業
上
の
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
と
推
認
さ
れ
）
34
（

る
。
事
業
か
ら
受
け
取
る
収
益
を
シ
ェ
ア
す
る
と
し
て
も
、

日
常
の
経
常
費
用
を
控
除
す
る
こ
と
な
く
、
各
人
が
独
立
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
費
用
を
負
担
す
る
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
、
一
方
当
事
者
が

他
方
当
事
者
に
は
帰
属
し
な
い
多
額
の
費
用
を
負
担
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
最
終
損
益
（bottom

 line 

“profit

” or 

“loss

”）
が
全
く
異
な

り
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
成
立
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。

　

ま
た
、
財
産
の
共
有
（co-ow

nership of property

）
に
つ
い
て
。
当
事
者
が
日
常
業
務
を
運
営
す
る
に
あ
た
り
、
牛
や
一
定
の
設
備
を

共
有
し
、
そ
こ
か
ら
の
収
益
を
シ
ェ
ア
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
が
成
立
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
本
事
案

で
は
、
一
定
の
財
産
を
共
有
す
る
と
し
て
も
、
共
同
事
業
で
使
用
さ
れ
る
主
要
な
資
産
（
不
動
産
や
機
械
な
ど
）
は
各
当
事
者
の
独
立
し

た
資
産
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
共
同
支
配
（joint control
）
に
つ
い
て
。
共
同
支
配
や
事
業
管
理
共
同
体
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
存
在
を
判
定
す
る
に
あ

た
り
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
牛
の
餌
や
り
、
獣
医
に
よ
る
診
察
、
共
有
す
る
牛
の
処
分
な
ど
の
日
常
業
務
に
関
す
る
ル
ー
テ
ィ
ン
ワ
ー
ク

に
つ
い
て
は
お
互
い
に
相
談
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
他
に
事
業
の
共
同
支
配
を
裏
付
け
る
客
観
的
な
証
拠
（
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
一

般
的
に
は
、
ラ
イ
セ
ン
ス
保
持
、
対
外
的
な
企
業
名
の
公
示
、
帳
簿
の
管
理
、
連
邦
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
課
税
の
届
出
等
の
行
為
に
焦
点
）
は
な
い
と
さ

れ
た
。
事
業
名
を
使
用
す
る
の
で
は
な
く
、
各
人
が
別
々
の
商
号
で
事
業
を
営
み
、
共
有
す
る
牛
も
各
人
の
氏
名
で
登
録
さ
れ
て
い
た
。

銀
行
勘
定
も
別
々
に
使
わ
れ
、
別
々
の
会
計
士
が
雇
わ
れ
、
帳
簿
の
管
理
も
各
人
の
責
任
で
行
わ
れ
た
。
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
所
得
と

し
て
申
告
さ
れ
ず
、
個
人
所
得
に
基
づ
く
確
定
申
告
が
行
わ
れ
た
。
利
益
シ
ェ
ア
が
あ
れ
ば
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
で
あ
る
と
の
推
定
が
働

く
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
証
拠
が
な
い
場
合
で
も
、
そ
れ
以
外
の
証
拠
に
よ
っ
て
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
存
在
が
認
定
さ
れ
る
場
合

が
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
確
定
申
告
、
申
立
書
類
、
事
業
上
他
の
者
の
名
称
を
使
用
す
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

　

以
上
の
認
定
に
基
づ
き
、
当
事
者
間
に
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
は
成
立
し
な
か
っ
た
と
結
論
づ
け
た
。
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四　

責
任
リ
ス
ク
へ
の
対
処

１　

W
yom

ing DAO

（W
Y DAO

）

　

ワ
イ
オ
ミ
ン
グ
州
は
、
既
存
の
Ｌ
Ｌ
Ｃ
法
を
改
正
し
て
新
し
い
類
型
の
Ｌ
Ｌ
Ｃ
（lim

ited liability com
pany, the DAO

 LLC

）
を
認
め

た
（
二
〇
二
一
年
七
月
一
日
施
）
35
（
行
）。
こ
れ
に
よ
り
、
Ｄ
Ａ
Ｏ
は
特
別
な
類
型
の
Ｌ
Ｌ
Ｃ
と
し
て
設
立
す
る
（
Ｌ
Ｌ
Ｃ
形
態
を
借
用
す
る
）
こ
と

が
認
め
ら
）
36
（

れ
（
§17 -31 -103 of W

Y LLC Act

）、
そ
の
結
果
、
Ｄ
Ａ
Ｏ
に
独
立
の
法
人
格
が
与
え
ら
れ
、
構
成
員
は
有
限
責
任
の
利
益
を

享
受
す
る
こ
と
が
で
き
）
37
（
る
。
Ｄ
Ａ
Ｏ
は
定
款
の
定
め
に
基
づ
き
、
デ
フ
ォ
ル
ト
と
し
て
の
メ
ン
バ
ー
運
営
型
（m

em
ber-m

anaged

）
と
ア

ル
ゴ
リ
ズ
ム
運
営
型
（algorithm

ically-m
anaged. 

Ａ
Ｍ
型
）
が
あ
り
、
Ｄ
Ａ
Ｏ
の
管
理
・
運
営
に
直
接
使
用
さ
れ
る
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ

ク
ト
の
識
別
子
（
ア
ド
レ
ス
）
を
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
§17 -31 -104 （b

） of W
Y LLC Act

）。
こ
の
う
ち
、
Ａ
Ｍ
型
の
Ｄ
Ａ
Ｏ

は
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
が
更
新
・
修
正
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
（
§17 -31 -105 

（b

） of W
Y LLC Act

）、
構

成
員
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
（
中
央
集
権
的
な
修
正
）
の
余
地
を
残
し
て
い
る
。
Ｄ
Ａ
Ｏ
の
定
款
に
は
Ｄ
Ａ
Ｏ
で
あ
る
旨
の
定
め
を
置
か

ね
ば
な
ら
ず
、
州
内
に
は
登
録
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
設
置
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
（
§17 -31 -104 of W

Y LLC Act

）。
ま
た
、
構
成
員
の
権

利
・
義
務
に
つ
い
て
、
定
款
や
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
お
い
て
自
由
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
、
受
任
者
義
務
を
緩
和
す
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
る
（
§17 -31 -106 of W

Y LLC Act

）。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
ワ
イ
オ
ミ
ン
グ
州
の
法
改
正
に
対
し
て
は
、
会
社
法
と
契
約
法
の
相
互
関
係
や
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
基
づ
く

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
機
能
を
誤
解
す
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
Ｄ
Ａ
Ｏ
を
既
存
の
事
業
主
体
と
同
一
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
法

律
家
や
登
録
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
い
っ
た
従
来
の
仲
介
機
能
を
促
進
し
、
Ｄ
Ａ
Ｏ
と
い
う
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
概
念
を
侵
食
す
る
も
の
で
あ
る
と

の
批
判
が
向
け
ら
れ
）
38
（

る
。
第
一
に
、
改
正
法
は
関
係
者
の
真
の
悩
み
を
解
決
し
て
い
な
い
。
Ｌ
Ｌ
Ｃ
の
資
本
を
毀
損
し
て
債
権
者
を
害
す
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る
こ
と
と
な
る
分
配
を
受
け
た
者
は
債
権
者
に
対
し
て
個
人
責
任
を
負
う
か
も
し
れ
な
い
の
に
こ
れ
を
緩
和
す
る
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
。

第
二
に
、
既
存
の
Ｌ
Ｌ
Ｃ
を
設
立
す
る
よ
り
も
負
担
が
重
く
な
っ
て
お
り
、
“DAO

 LLC

” 

の
魅
力
は
失
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
ア
ド
レ
ス
が
定
款
に
明
示
さ
れ
、
州
務
長
官
の
下
で
登
記
さ
れ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
や
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
の
問
題
は
避
け
ら
れ
な
い
。
②
一
年
間
活
動
実
績
が
な
い
と
自
動
的
に
解
散
と
な
っ
て
し
ま
う
。
③
ユ
ー
ザ
ー
や
法
律
家
は

〝
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
型
運
営
〞
そ
の
他
の
多
義
的
で
曖
昧
な
言
語
の
意
味
を
解
釈
す
る
負
担
を
負
わ
さ
れ
る
。
④
既
存
の
Ｌ
Ｌ
Ｃ
で
は
経
営

者
運
営
型
（m

anager-m
anaged

）
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
“DAO
 LLC

”で
は
そ
の
形
態
が
禁
じ
ら
れ
て
お
り
、
Ｄ
Ａ
Ｏ
の
法
律
構
成
に
制

限
が
か
け
ら
れ
て
い
る
。
第
三
に
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
神
話
化
し
、
そ
の
法
と
の
関
係
性
も
適
切
に
捉
え
て
い
な
い
。
ま
ず
、

合
意
条
項
を
執
行
す
る
自
動
化
取
引
と
し
て
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
定
義
し
、
コ
ー
ド
で
書
か
れ
た
法
的
な
合
意
と
み
る
べ
き
と
の

見
解
に
依
拠
し
て
い
る
。
確
か
に
契
約
ら
し
き
も
の
は
あ
る
が
、
法
的
合
意
に
代
わ
る
も
の
と
み
る
べ
き
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
ま
た
、

す
べ
て
の
Ｄ
Ａ
Ｏ
は
完
全
に
人
間
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
、
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
で
は
な
い
（
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
Ａ
Ｉ
で
は
な

い
）。
構
成
員
が
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
を
用
い
て
決
定
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
は
完
全
な
自
律
性
を
有
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
第
四
に
、
Ｌ
Ｌ
Ｃ
は
Ｄ
Ａ
Ｏ
で
は
な
い
。
Ｄ
Ａ
Ｏ
は
本
質
的
に
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
の
概
念
で
あ
り
、
自
律
性
は
自
動
化
を
意
味
す
る

わ
け
で
は
な
い
。
州
務
長
官
が
解
散
す
べ
き
と
し
た
か
ら
解
散
す
る
わ
け
で
も
な
く
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
や
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン

を
使
用
し
な
く
て
も
Ｄ
Ａ
Ｏ
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
う
る
。
Ｌ
Ｌ
Ｃ
を
Ｄ
Ａ
Ｏ
と
同
一
視
す
る
こ
と
は
、
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
の
基
本
思
想
を

流
用
す
る
も
の
で
あ
り
、
全
体
の
目
的
や
文
化
を
誤
解
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
批
判
に
基
づ
き
、
本
当
の
問
題
が
何
で
あ
り
、
ど

こ
に
悩
み
が
あ
る
か
を
理
解
し
た
う
え
で
、
既
存
の
Ｌ
Ｌ
Ｃ
法
と
契
約
法
に
依
拠
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
見
出
す
べ
き
と
さ
れ
る
。

２　

CO
ALA, The DAO

 M
odel Law

　

Ｄ
Ａ
Ｏ
を
め
ぐ
る
法
律
関
係
（
Ｄ
Ａ
Ｏ
ｓ
や
Ｄ
Ａ
Ｏ
利
用
者
の
位
置
づ
け
）
が
不
明
確
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
Ｄ
Ａ
Ｏ
参
加
者
に
法
的
確
実
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性
を
提
供
し
つ
つ
、
消
費
者
に
十
分
な
救
済
を
与
え
る
た
め
に
Ｃ
Ｏ
Ａ
Ｌ
Ａ
（Coalition of Autom

ated Legal Applications

）
の
ワ
ー
キ

ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
の
がDAO

 M
odel L

）
39
（aw

で
あ
る
。
Ｄ
Ａ
Ｏ
を
法
人
格
あ
る
主
体
（
新
種
の
法
人
）
と
し
て
位
置

づ
け
る
立
法
の
モ
デ
ル
を
提
案
す
る
も
の
で
あ
り
、
伝
統
的
な
会
社
法
の
特
徴
を
踏
ま
え
つ
つ
Ｄ
Ａ
Ｏ
特
有
の
属
性
に
合
わ
せ
る
修
正
が

施
さ
れ
て
い
）
40
（
る
。

　

Ｄ
Ａ
Ｏ
を
設
立
す
る
に
あ
た
り
、
活
動
を
審
査
・
モ
ニ
タ
ー
で
き
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ア
ド
レ
ス
（
識
別
子
）
が
必
要
で
あ
り
（Article. 

4 

（1

） （b

））、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
や
定
款
規
定
は
一
般
人
で
も
解
読
・
理
解
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
一
般
人
が
Ｄ
Ａ
Ｏ
と
接
触

で
き
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
少
な
く
と
も
一
人
の
構
成
員
の
存
在
が
必
要
で
あ
り
（Article. 4 

（1

） （g

））、
ま
た
オ
ン
チ
ェ
ー
ン
で
は
実
現
で
き
な
い
タ
ス

ク
を
引
き
受
け
る
代
表
者
の
選
任
が
必
要
と
な
る
（Article.  14

））
を
備
え
、
紛
争
解
決
手
段
が
明
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
（Article. 4 

（e

） &
 

（f

））。
こ
れ
ら
の
開
示
及
び
透
明
性
の
要
請
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
モ
デ
ル
法
は
全
体
と
し
て
規
制
当
局
が
好
ま
な
い
「
参
加
者
注
意
せ
よ

（participant bew
are

）」
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
依
拠
す
る
も
の
と
さ
れ
）
41
（
る
。
Ｄ
Ａ
Ｏ
の
構
成
員
は
、
詐
欺
や
裁
判
所
の
命
令
に
違
反
す
る
場

合
を
除
い
て
、
Ｄ
Ａ
Ｏ
の
い
か
な
る
債
務
に
つ
い
て
も
責
任
を
負
わ
ず
（
有
限
責
任
。Article. 5

）、
最
低
資
本
金
の
定
め
も
な
く
、
出
資

金
や
分
配
に
つ
い
て
は
定
款
で
定
め
る
（Article.   6
）。
ま
た
、
議
決
権
の
配
分
や
内
部
組
織
・
手
続
の
設
計
は
定
款
自
治
に
委
ね
ら
れ

（Article. 8

）、
取
締
役
会
の
よ
う
な
機
関
を
設
置
す
る
必
要
も
な
く
、
水
平
的
か
つ
直
接
民
主
主
義
的
な
意
思
決
定
が
デ
フ
ォ
ル
ト
と
な

る
（Article. 11 &

 13

）。
さ
ら
に
、
自
ら
受
任
者
と
称
す
る
場
合
や
定
款
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
Ｄ
Ａ
Ｏ
開
発
者
、
構
成
員
、
参

加
者
及
び
代
表
者
は
、
Ｄ
Ａ
Ｏ
の
運
営
に
対
す
る
十
分
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
有
し
な
い
こ
と
か
ら
、
相
互
に
又
は
第
三
者
に
対
し
て
受
任

者
義
務
を
負
う
こ
と
は
な
い
と
さ
れ
る
（Article. 15

）。
こ
の
よ
う
に
Ｄ
Ａ
Ｏ
が
分
散
型
で
（
少
な
く
と
も
技
術
的
に
は
）
オ
ー
プ
ン
な

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
り
、
民
主
的
な
意
思
決
定
に
基
づ
く
組
織
で
あ
る
こ
と
は
、
裏
を
返
せ
ば
参
加
者
自
身
の
責
任
あ
る
運
営
に
委
ね
ら

れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
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五　

結
び
に
代
え
て

　

最
後
に
本
稿
の
ま
と
め
と
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　

The DAO
の
よ
う
な
Ｄ
Ａ
Ｏ
を
用
い
た
事
業
が
今
後
さ
ら
に
広
く
普
及
し
て
い
く
と
す
れ
ば
、
コ
ア
開
発
者
や
ト
ー
ク
ン
ホ
ル
ダ
ー

等
の
関
係
者
が
ど
の
よ
う
な
法
的
責
任
に
直
面
す
る
か
の
検
討
は
避
け
て
通
れ
な
い
問
題
で
あ
る
。
Ｄ
Ａ
Ｏ
に
よ
っ
て
事
業
を
行
う
場
合
、

既
存
の
株
式
会
社
や
合
同
会
社
な
ど
特
定
の
事
業
組
織
を
選
択
し
な
け
れ
ば
、
Ｄ
Ａ
Ｏ
を
利
用
す
る
当
事
者
の
意
図
に
か
か
わ
ら
ず
、

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
（
組
合
）
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る
可
能
性
が
高
い
（
い
わ
ゆ
る
〝
う
っ
か
り
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
〞）。
そ
う
な
る
と
、
関

係
者
が
パ
ー
ト
ナ
ー
（
組
合
員
）
と
し
て
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
（
組
合
）
の
債
務
に
つ
い
て
個
人
責
任
を
負
う
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
覚

悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

本
稿
で
は
、
ま
ず
Ｄ
Ａ
Ｏ
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
場
合
に
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
あ
る
い
は
組
合
が
成
立
す
る
か
に
つ
い
て
分
析
し
、
Ｄ

Ａ
Ｏ
の
構
成
員
が
個
人
責
任
を
負
う
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
暗
号
資
産
業
界
を
中
心
と
し
た
法
的
リ
ス

ク
に
対
処
す
る
た
め
の
試
み
と
し
て
Ｃ
Ｏ
Ａ
Ｌ
Ａ
の
モ
デ
ル
法
や
暗
号
資
産
関
連
事
業
を
積
極
的
に
誘
致
し
よ
う
と
す
る
州
の
動
き
と
し

てW
yom

ing DAO

（
特
別
立
法
）
の
内
容
を
分
析
し
た
。
Ｄ
Ａ
Ｏ
を
め
ぐ
る
法
的
リ
ス
ク
に
鑑
み
る
と
き
、
い
か
な
る
法
的
措
置
を
講

じ
る
べ
き
か

―W
Y DAO

の
よ
う
な
立
法
措
置
を
講
じ
る
べ
き
か

―
に
つ
い
て
さ
ら
に
議
論
を
詰
め
る
必
要
が
あ
る
が
、
関
係
者

の
法
的
リ
ス
ク
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
Ｄ
Ａ
Ｏ
関
係
者
の
み
な
ら
ず
、
消
費
者
に
と
っ
て
も
重
要
な
問
題
と
な
る
。
Ｄ
Ａ
Ｏ
の
エ
コ
シ
ス

テ
ム
を
め
ぐ
る
関
係
者
の
法
的
責
任
の
問
題
は
、
Ｄ
Ａ
Ｏ
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
問
題
と
あ
わ
せ
て
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ

い
て
の
検
討
は
別
稿
に
お
い
て
改
め
て
行
う
予
定
で
あ
る
。
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（
1
）  The DAO

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
内
容
と
そ
の
失
敗
に
つ
い
て
、The DAO

ト
ー
ク
ン
が
証
券
規
制
の
対
象
と
な
る
か
（
有
価
証
券
に
該
当
す
る

か
）
と
の
関
係
で
分
析
し
た
こ
と
が
あ
る
。
拙
稿
「
暗
号
資
産
の
有
価
証
券
該
当
性
―
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
所
説
を
中
心
と
し
て
」
法
学
研
究
九
三
巻
六
号

一
頁
、
一
二
―
一
三
頁
、
一
七
―
一
八
頁
（
二
〇
二
〇
）
参
照
。

（
2
）  
最
近
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
上
位
二
〇
の
Ｄ
Ａ
Ｏ
が
保
有
す
る
暗
号
資
産
は
、
二
〇
二
一
年
初
め
の
一
〇
億
ド
ル
（
約
一
一
一
〇
億
円
）
か
ら
六

〇
億
ド
ル
（
約
六
六
六
〇
億
円
）
以
上
に
増
え
て
い
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。M

atthew
 Panzarino

（
翻
訳
：H

irokazu Kusakabe

）「
国
境

を
越
え
て
存
在
、
爆
発
的
に
増
え
る
Ｄ
Ａ
Ｏ
（
自
律
分
散
型
組
織
）
の
た
め
の
運
用
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
るU

topia Labs

」（
二
〇
二
一
年
一

〇
月
四
日
）、Brian Q

uarm
by, 

高
ま
る
Ｄ
Ａ
Ｏ
熱 

一
時
約
二
兆
円
集
ま
り
年
初
比
四
〇
倍
規
模
に
＝
二
〇
二
一
年
調
査
（Cointelegraph 

二

〇
二
一
年
一
二
月
三
一
日
）https://jp.cointelegraph.com

/new
s/dao-treasuries-surged-40x-in-2021-deepdao

）。

（
3
）  

同
レ
ポ
ー
ト
の
内
容
に
つ
い
て
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
1
）
一
二
―
一
三
頁
、
一
七
―
一
八
頁
参
照
。

（
4
）  

も
っ
と
も
、
電
子
記
録
移
転
権
利
は
「
発
行
者
」
概
念
を
前
提
に
し
た
建
付
け
と
な
っ
て
お
り
、
従
来
型
の
有
価
証
券
概
念
を
前
提
と
し
た
う

え
で
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
と
い
う
技
術
的
側
面
に
着
目
し
た
規
制
枠
組
み
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
パ
ブ
リ
ッ
ク
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
を

想
定
し
た
分
散
型
の
構
造
を
想
定
し
た
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
拙
稿
・
前
掲
注
（
1
）
三
頁
、
二
三
―
二
四
頁
、
同
「
電
子
記
録
移
転
権
利

と
情
報
開
示
」
砂
田
太
士
ほ
か
編
著
『
企
業
法
の
改
正
課
題
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
二
一
）
四
九
八
頁
、
五
〇
一
頁
、
五
〇
八
頁
参
照
。

（
5
）  

加
藤
貴
仁
「
Ｉ
Ｃ
Ｏ
（Initial Coin O

ffering

）
に
関
す
る
規
制
の
展
開
」
神
田
秀
樹
責
任
編
集
／
資
本
市
場
研
究
会
編
『
企
業
法
制
の
将
来

展
望
―
資
本
市
場
制
度
の
改
革
へ
の
提
言
（
二
〇
二
一
年
度
版
）』（
財
経
詳
報
社
、
二
〇
二
〇
）
二
一
四
頁
注
四
五
参
照
。

（
6
）  

こ
の
点
の
分
析
と
し
て
、see e. g., Prim

avera D
e Filippi &

 Aaron W
right, BLO

CKCH
AIN

 and the LAW
 Part 5 （H

arvard U
niv 

Press, 2018

）.

（
7
）  

多
く
の
論
者
が
こ
の
見
解
を
支
持
す
る
。See e. g., D

e Filippi &
 W

right, supra note 6, at 142 -43; D
irk A. Zetzsche, Ross P. Buck-

ley &
 D

ouglas W
. A

rner, The D
istributedliability of D

istributedledgers: Lagal Risks of Blockchain, 2018 U. Ill. Rev. 1361, 
1399 -1400 （2018

）; Laila M
etjahic, D

econstructuring The DAO
: the N

eed for Legal Recognition and the Application of Secu-
rities Law

s to D
ecentralized O

rgani-zations, 39 Cardozo L. Rev. 1533, 1554 -59 （2018

）; O
ri O

ren, ICO

’s, DAO
s, and the SEC: 

A Partnership Solution, 2018 Colum
. Bus. L. Rev. 617, 619, 651 -58; N

athan Tse, D
ecentralised Autonom

ous O
rganisations 

and the Corporate Form
, 51 V

ict. U. W
ellington L. Rev. 313, 346 -47 （2020

）.

（
8
）  See M

etjahic, supra note 7, at 1559 -62.
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（
9
）  See e. g., Farm

 Bureau Service Co. of H
ardin City v. Bavender, 217 N. W

. 2d 560, 562 （Iow
a 1974

）.

（
10
）  

も
っ
と
も
、
人
的
結
合
が
時
間
及
び
労
務
以
外
に
何
ら
の
損
失
も
生
じ
さ
せ
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
場
合
も
あ
り
得
る
た
め
、
州
に
よ
っ
て

は
損
失
の
負
担
は
必
ず
し
も
要
件
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。See N

oah J. G
ordon, 46 Am

. Jur. 2d Joint Ventures 

§16 （2021 update

）.
（
11
）  See D

e Filippi &
 W

right, sura note 6, at 142 &
 n. 49.

（
12
）  
株
式
会
社
が
Ｄ
Ｂ
Ｅ
に
適
合
的
で
な
い
と
す
る
理
由
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
株
式
会
社
の
性
質
論
（
①
主
体
、
②
社
団
性
（
人
的
結
合
）、
③

契
約
の
束
、
④
政
府
に
よ
る
承
認
、
⑤
投
資
の
集
合
体
、
⑥
株
主
の
財
産
、
⑦
複
雑
な
シ
ス
テ
ム
）。
Ｄ
Ｂ
Ｅ
は
、
株
式
会
社
の
特
徴
を
有
す
る

が
会
社
法
あ
る
い
は
政
府
の
認
可
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
（
創
設
者
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
コ
ー
ド
に
基
礎
を
置
く
）、
①
④
に

適
合
し
な
い
。
ま
た
、
プ
ラ
ン
ト
イ
ド
や
Ｉ
Ｃ
Ｏ
の
実
例
が
示
す
通
り
、
す
べ
て
の
Ｄ
Ｂ
Ｅ
が
自
然
人
か
ら
構
成
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
Ｄ
Ｂ

Ｅ
に
対
し
て
な
さ
れ
る
投
資
は
、
取
締
役
会
で
は
な
く
経
営
者
と
プ
ロ
ト
コ
ル
に
委
ね
ら
れ
る
。
Ｄ
Ｂ
Ｅ
の
経
営
者
は
基
礎
に
あ
る
プ
ロ
ト
コ
ル

に
反
す
る
行
為
を
採
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
メ
ン
バ
ー
が
明
示
的
な
契
約
締
結
が
困
難
あ
る
い
は
不
可
能
な
場
合
の
欠
缺
を
埋
め
る
の
が
会
社
法

と
い
う
位
置
づ
け
で
は
な
い
（
プ
ロ
ト
コ
ル
や
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
が
そ
う
す
る
）。
Ｂ
Ｌ
Ｔ
プ
ロ
ト
コ
ル
は
株
主
所
有
者
モ
デ
ル
の
失
敗

を
意
味
す
る
。
誰
も
い
か
な
る
主
体
も
―
―
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
の
保
有
者
も
そ
う
考
え
て
い
な
い
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
失
敗
時
に
ブ
ロ
ッ
ク

チ
ェ
ー
ン
に
対
す
る
残
余
請
求
権
を
有
す
る
と
も
考
え
な
い
―
―
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
を
所
有
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
合
同
会
社
（
Ｌ
Ｌ
Ｃ
）
形

態
が
最
も
簡
単
で
か
つ
コ
ス
ト
が
か
か
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
開
発
者
に
と
っ
て
の
最
大
の
懸
念
が
不
法
行
為
に
基
づ
く
責
任
追
及
に
あ
る

と
す
る
と
こ
の
よ
う
な
責
任
リ
ス
ク
を
減
ら
す
こ
と
に
は
役
に
立
た
な
い
か
も
し
れ
な
い
。See Carla L Reyes, If Rockefeller W

ere a 
Coder, 87 G

eo. W
ash. L. Rev. 373, 400 -04 （2019

）.

（
13
）  See further Reyes, supra note 12, at 406 -18. 

（
14
）  See Reyes, supra note 12, at 414 -16.

（
15
）  See Reyes, supra note 12, at 417. 

同
様
に
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
自
身
が
ト
ー
ク
ン
ホ
ル
ダ
ー
の
た
め
に
デ
ジ
タ
ル
資
産
を
保
有
す

る
と
見
れ
ば
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
自
身
が
ビ
ジ
ネ
ス
・
ト
ラ
ス
ト
の
受
託
者
と
な
り
、
ト
ー
ク
ン
ホ
ル
ダ
ー
（
投
資
家
）
は
有
限
責
任
の

利
益
を
享
受
し
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
財
産
の
独
立
性
と
主
体
性
は
維
持
さ
れ
る
と
い
う
。See Reyes, ibid, at 414 -5.

（
16
）  See Crypto Law, W

hat legal beasts are DAO
s? CO

ALA

’s DAO
 M

odel Law, available at: https://w
w
w. cryptolaw.one. 

（
17
）  Tim

othy N
ielsen, Cryptocorporations: A Proposal for Legitim

izing D
ecentralized Autonom

ous O
rganizations, 2019 U

tah L. 
Rev. 1105 （2019

）.
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（
18
）  See N

ielsen, supra note 17, at 1123 -25; Reyes, supra note 12, at 389 -402.

（
19
）  See N

ielsen, supra note 17, at 1117 -18.
（
20
）  See N

ielsen, supra note 17, at 1118.
（
21
）  See N

ielsen, supra note 17, at 1118 -19.
（
22
）  See N

ielsen, supra note 17, at 1120.

（
23
）  
も
っ
と
も
、The DAO

は
多
数
派
に
よ
る
少
数
派
へ
の
攻
撃
の
リ
ス
ク
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
少
数
派
を
保
護
で
き
る
よ
う
に
キ
ュ
レ
ー

タ
ー
の
役
割
を
組
み
込
ん
で
い
る
。
純
粋
に
民
主
主
義
的
な
運
営
に
対
す
る
制
約
を
課
し
て
お
り
、
株
式
会
社
の
構
造
に
よ
り
適
合
的
な
面
が
あ

る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。See N

ielsen, supra note 17, at 1121.

（
24
）  See N

ielsen, supra note 17, at 1123 -28.

（
25
）  

民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
編
『
詳
解　

債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
Ⅴ
―
各
種
の
契
約
（
2
）』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
〇
）
二
七
二
頁

参
照
。
民
法
上
、
損
益
分
配
に
関
す
る
規
定
（
民
法
六
七
四
条
）
や
、
残
余
財
産
分
配
に
関
す
る
規
定
（
民
法
六
八
八
条
三
項
）
は
、
通
常
営
利

団
体
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
た
推
定
規
定
で
あ
る
と
説
か
れ
る
。
鈴
木
祿
彌
編
『
新
版
注
釈
民
法
（
17
）
債
権
（
8
）』（
有
斐
閣
、
一
九
九
三
）

四
七
頁
﹇
福
地
俊
雄
﹈、
山
本
豊
編
『
新
注
釈
民
法
（
14
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
八
）
四
五
七
頁
﹇
西
内
康
人
﹈
参
照
。

（
26
）  

中
田
裕
康
『
契
約
法
（
新
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
二
一
）
五
六
一
―
五
六
二
頁
、
内
田
貴
『
民
法
Ⅱ 

債
権
各
論
（
第
三
版
）』（
東
京
大
学
出

版
会
、
二
〇
一
一
）
三
〇
九
―
三
一
〇
頁
、
大
村
敦
志
『
新
基
本
民
法
（
契
約
編
）（
第
二
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
二
〇
）
一
七
四
―
一
七
五
頁
、

潮
見
佳
男
『
新
契
約
各
論
Ⅱ
』（
信
山
社
、
二
〇
二
一
）
四
〇
五
―
四
〇
六
頁
、
曾
野
裕
夫
＝
松
井
和
彦
＝
丸
山
絵
美
子
『
リ
ー
ガ
ル
ク
エ
ス
ト

民
法
Ⅳ
―
契
約
』（
有
斐
閣
、
二
〇
二
一
）
三
七
八
―
三
七
九
頁
等
参
照
。

（
27
）  

こ
の
点
に
つ
い
て
、
鈴
木
編
・
前
掲
注
（
25
）
四
九
頁
﹇
福
地
﹈、
山
本
編
・
前
掲
注
（
25
）
四
五
八
―
四
五
九
頁
﹇
西
内
﹈（
も
っ
と
も
獅
子

組
合
に
つ
い
て
異
論
の
余
地
を
認
め
る
）
参
照
。

（
28
）  

⑦
判
決
の
解
説
に
お
い
て
、
共
同
企
業
体
が
民
法
上
の
組
合
に
当
た
る
か
否
か
が
正
面
か
ら
問
題
と
な
っ
た
事
案
は
、
⑥
判
決
を
除
け
ば
意
外

と
少
な
い
と
の
指
摘
が
あ
る
。
板
倉
充
信
「
⑦
判
決
・
判
批
」
判
タ
一
〇
〇
五
号
（
一
九
九
九
）
二
六
五
頁
参
照
。

　
　

 　

④
判
決
・
⑥
判
決
及
び
⑨
判
決
以
外
の
裁
判
所
の
判
断
内
容
を
簡
単
に
紹
介
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

①  

大
判
大
正
七
・
七
・
一
〇
―
あ
る
発
起
人
が
発
起
人
と
し
て
会
社
の
開
業
準
備
行
為
の
た
め
に
金
銭
の
貸
借
を
な
し
た
が
、
会
社
は
不
成
立
に

終
わ
り
、
金
銭
を
貸
し
付
け
た
者
が
（
両
人
名
義
の
差
入
証
の
あ
る
）
他
の
発
起
人
に
対
し
て
貸
金
の
支
払
を
求
め
た
事
案
に
お
い
て
、「
株



法学政治学論究　第132号（2022.3）

46

式
会
社
設
立
の
た
め
の
発
起
人
団
体
は
民
法
上
の
組
合
に
外
な
ら
ざ
る
を
以
て
其
の
業
務
執
行
は
発
起
人
全
員
の
共
同
を
以
て
之
を
為
す
べ
き

も
の
に
し
て
一
人
の
発
起
人
が
組
合
の
為
め
為
し
た
る
行
為
は
他
の
発
起
人
の
委
任
あ
る
か
若
し
く
は
そ
の
結
果
が
組
合
の
利
益
に
帰
し
た
る

に
非
ざ
る
限
り
は
他
の
発
起
人
に
お
い
て
第
三
者
に
対
し
其
の
責
に
任
ず
べ
き
も
の
に
非
ず
」
と
判
示
し
、
他
の
発
起
人
か
ら
借
入
れ
の
委
任

も
な
け
れ
ば
設
立
費
用
に
使
用
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
い
と
し
て
、
他
の
発
起
人
の
責
任
を
否
定
し
た
。

　
　

② 
最
判
昭
和
三
五
・
一
二
・
九
―
中
外
石
炭
株
式
会
社
が
そ
の
設
立
手
続
中
（
石
炭
等
の
販
売
を
目
的
と
す
る
組
合
を
結
成
し
た
）
に
同
株
式
会

社
名
義
で
石
炭
の
売
買
取
引
を
行
っ
た
。
売
買
の
衝
に
実
際
に
あ
た
っ
た
の
は
四
名
の
発
起
人
で
あ
っ
た
が
、
組
合
員
た
る
七
名
全
員
に
法
律

上
の
効
果
が
生
じ
た
か
（
代
理
権
限
の
有
無
）
が
争
わ
れ
た
（「
発
起
人
組
合
」
が
民
法
上
の
組
合
で
あ
る
こ
と
が
争
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
）。

判
旨
は
、
組
合
契
約
そ
の
他
に
よ
り
業
務
執
行
組
合
員
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
お
け
る
組
合
、
対
外
的
に
は
組
合
員
の
過
半
数
に
お
い

て
組
合
を
代
理
す
る
権
限
を
有
す
る
も
の
と
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
し
た
。

　
　

③ 

最
判
昭
和
四
五
・
一
一
・
一
一
―
×
×
共
同
事
業
体
が
（
水
害
復
旧
建
設
工
事
の
請
負
及
び
こ
れ
に
付
帯
す
る
）
事
業
を
共
同
で
営
む
こ
と
を

目
的
と
し
、
四
名
の
構
成
員
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
民
法
上
の
組
合
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
あ
る
県
が
組
合
と
の
間
で
締
結
し
た

請
負
契
約
を
解
除
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
賠
償
を
業
務
執
行
組
合
員
が
原
告
と
し
て
求
め
る
訴
え
の
原
告
適
格
に
つ
い
て
、
慎
重

な
留
保
を
付
し
な
が
ら
も
、
従
来
の
判
決
を
変
更
し
て
、
民
法
上
の
組
合
の
業
務
執
行
組
合
員
に
対
す
る
組
合
員
の
任
意
的
訴
訟
担
当
を
許
容

す
べ
き
も
の
と
し
た
。

　
　

⑤ 

東
京
地
判
昭
和
五
九
・
九
・
二
八
―
共
同
企
業
体
が
請
け
負
っ
た
建
物
新
築
工
事
に
要
す
る
生
コ
ン
類
の
納
入
代
金
に
つ
い
て
、
共
同
企
業
体

の
構
成
員
と
取
引
の
あ
る
Ｘ
が
、
当
該
構
成
員
が
倒
産
し
た
た
め
残
る
構
成
員
を
相
手
方
と
し
て
支
払
を
請
求
し
た
事
案
で
あ
る
。
結
論
的
に

は
生
コ
ン
類
の
売
買
契
約
は
、
共
同
企
業
体
の
契
約
で
は
な
く
、
共
同
企
業
体
か
ら
工
事
の
一
部
を
下
請
し
た
（
倒
産
し
た
）
構
成
員
と
の
間

の
契
約
で
あ
る
と
認
定
し
て
主
張
を
排
斥
し
た
。

　
　
　

  　

本
件
共
同
企
業
体
は
い
わ
ゆ
る
甲
型
共
同
企
業
体
（
全
構
成
員
が
一
体
と
な
っ
て
合
同
計
算
に
よ
り
工
事
を
施
行
す
る
共
同
施
行
方
式
）
で

あ
り
、
そ
の
法
律
上
の
性
質
は
民
法
上
の
組
合
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
建
設
工
事
共
同
企
業
体
を
結
成
し
て
施
主
に
対
し
工
事
完
成
の
連
帯
責

任
を
負
い
民
法
上
組
合
契
約
を
締
結
し
て
い
る
各
員
が
そ
の
事
業
目
的
達
成
の
必
要
上
別
に
第
三
者
と
単
独
で
請
負
・
売
買
等
の
契
約
を
締
結

す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
る
理
は
な
く
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
乙
型
共
同
企
業
体
（
対
象
工
事
を
分
割
し
各
構
成
員
が
そ
れ
ぞ
れ
ぞ
れ
の
分
担
工
事

に
つ
き
自
己
の
責
任
と
負
担
に
お
い
て
施
行
し
、
共
同
経
費
は
拠
出
す
る
が
損
益
に
つ
い
て
は
合
同
計
算
を
行
わ
な
い
）
に
お
い
て
は
自
明
の

こ
と
で
あ
る
が
、
甲
型
共
同
企
業
体
に
お
い
て
も
構
成
員
の
意
思
に
よ
り
か
か
る
形
態
・
方
式
を
と
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
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あ
り
、
…
…
甲
型
企
業
共
同
体
の
構
成
者
が
そ
の
事
業
目
的
た
る
工
事
を
施
行
す
る
必
要
上
別
に
単
独
で
売
買
契
約
を
締
結
し
た
事
案
で
は
、

そ
の
代
金
債
務
は
組
合
債
務
や
連
帯
債
務
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。

　
　

⑦ 

最
判
平
成
一
〇
・
四
・
一
四
―
（
本
稿
に
お
け
る
検
討
対
象
と
の
関
係
か
ら
、
Ｙ
の
弁
済
に
よ
り
、
Ｘ
に
対
し
て
弁
済
額
の
二
分
の
一
の
求
償

権
を
取
得
し
た
か
否
か
の
点
に
限
定
す
る
。（
旧
）
和
議
法
上
の
論
点
は
考
察
の
対
象
と
し
て
い
な
い
。）

　
　
　
（
事
案
）

　
　
　
　

 
Ｘ
と
Ｙ
は
い
ず
れ
も
建
築
工
事
の
請
負
等
を
目
的
と
す
る
株
式
会
社
で
あ
り
、
昭
和
六
一
年
六
月
三
〇
日
、
広
域
行
政
事
務
組
合
の
発
注
す

る
中
央
病
院
増
改
築
工
事
の
請
負
を
目
的
と
し
て
、
建
設
工
事
共
同
企
業
体
を
結
成
し
、
Ｙ
を
代
表
者
と
し
、
損
益
分
配
の
割
合
を
各
二
分
の

一
と
し
、
本
件
共
同
企
業
体
の
施
行
す
る
工
事
に
要
す
る
費
用
は
右
割
合
に
応
じ
て
各
自
が
負
担
す
る
旨
を
合
意
し
た
。
同
年
八
月
七
日
に
は
、

本
件
共
同
企
業
体
は
前
記
事
務
組
合
と
の
間
で
、
中
央
病
院
増
改
築
工
事
の
一
部
を
代
金
三
億
六
四
〇
〇
万
円
で
請
け
負
う
旨
の
契
約
を
締
結

し
た
。

　
　
　
　

 

Ｘ
は
、
昭
和
六
二
年
二
月
二
七
日
、
本
件
共
同
企
業
体
か
ら
脱
退
し
た
。
Ｘ
と
Ｙ
は
、
脱
退
前
の
同
月
二
〇
日
過
ぎ
こ
ろ
施
工
中
で
あ
っ
た

本
件
工
事
の
請
負
代
金
の
清
算
に
つ
き
、
同
月
二
八
日
時
点
の
出
来
高
に
相
当
す
る
請
負
代
金
を
Ｙ
が
前
記
事
務
組
合
か
ら
受
領
し
た
と
き
に

そ
の
二
分
の
一
を
Ｘ
に
支
払
う
旨
合
意
し
た
（「
本
件
合
意
」）。
本
件
共
同
企
業
体
は
、
同
年
二
月
二
八
日
時
点
の
本
件
工
事
の
出
来
高
部
分

に
対
応
す
る
費
用
と
し
て
二
〇
〇
〇
万
円
を
超
え
る
債
務
を
下
請
業
者
等
に
対
し
て
負
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
Ｙ
は
自
己
の
負
担
部
分
に
相
当
す

る
額
を
弁
済
し
た
ほ
か
、
昭
和
六
一
年
一
二
月
一
日
か
ら
昭
和
六
三
年
三
月
一
五
日
ま
で
の
間
に
九
二
四
万
円
余
り
を
弁
済
し
た
。
昭
和
六
二

年
七
月
一
四
日
、
Ｘ
に
つ
い
て
和
議
開
始
決
定
が
な
さ
れ
た
。
Ｘ
は
、
本
件
合
意
に
基
づ
き
、
Ｙ
に
対
し
て
昭
和
六
二
年
二
月
二
八
日
時
点
の

本
件
工
事
の
出
来
高
に
相
当
す
る
請
負
代
金
の
二
分
の
一
の
う
ち
未
払
分
等
の
支
払
を
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
、
Ｙ
は
、
弁
済
に
よ
る
求
償
権

を
自
働
債
権
と
す
る
相
殺
の
抗
弁
を
主
張
し
た
。

　
　
　
（
判
旨
）

　
　
　
　

 

共
同
企
業
体
は
、
基
本
的
に
は
民
法
上
の
組
合
の
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
共
同
企
業
体
の
債
務
に
つ
い
て
は
、
共
同
企
業
体
の
財
産

が
そ
の
引
き
当
て
に
な
る
と
と
も
に
、
各
構
成
員
が
そ
の
固
有
の
財
産
を
も
っ
て
弁
済
す
べ
き
債
務
を
負
う
と
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
共
同
企
業

体
の
構
成
員
が
会
社
で
あ
る
場
合
に
は
、
会
社
が
共
同
企
業
体
を
結
成
し
て
そ
の
構
成
員
と
し
て
共
同
企
業
体
の
事
業
を
行
う
行
為
は
、
会
社

の
営
業
の
た
め
に
す
る
行
為
（
営
業
的
商
行
為
）
に
ほ
か
な
ら
ず
、
共
同
企
業
体
が
そ
の
事
業
の
た
め
に
第
三
者
に
対
し
て
負
担
し
た
債
務
に

つ
き
構
成
員
が
負
う
債
務
は
、
構
成
員
で
あ
る
会
社
に
と
っ
て
自
ら
の
商
行
為
に
よ
り
負
担
し
た
債
務
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
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て
、
右
の
場
合
に
は
、
共
同
企
業
体
の
各
構
成
員
は
、
共
同
企
業
体
が
そ
の
事
業
の
た
め
に
第
三
者
に
対
し
て
負
担
し
た
債
務
に
つ
き
、
商
法

五
一
一
条
一
項
に
よ
り
連
帯
債
務
を
負
う
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

　
　
　
　

 

本
件
共
同
企
業
体
の
構
成
員
で
あ
る
Ｘ
と
Ｙ
は
、
建
築
工
事
の
請
負
等
を
目
的
と
す
る
会
社
で
あ
る
か
ら
、
昭
和
六
二
年
二
月
二
八
日
時
点

で
の
本
件
請
負
工
事
の
出
来
高
に
対
応
す
る
費
用
と
し
て
本
件
共
同
企
業
体
が
下
請
業
者
等
に
対
し
て
負
担
し
た
債
務
に
つ
い
て
連
帯
債
務
を

負
う
と
解
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
負
担
割
合
は
各
二
分
の
一
で
あ
る
か
ら
、
Ｙ
は
、
…
…
Ｘ
に
対
し
て
弁
済
額
の
二
分
の
一
の
求
償
権
を
取
得
し

た
と
認
め
ら
れ
る
。

　
　

⑧ 

最
判
平
成
一
一
・
二
・
一
三
―
Ｘ
・
Ｙ
が
共
同
出
資
を
し
、
そ
の
出
資
金
で
ヨ
ッ
ト
を
購
入
し
て
各
出
資
者
が
オ
ー
ナ
ー
会
員
と
な
っ
て
当
該

ヨ
ッ
ト
を
利
用
し
て
航
海
等
を
楽
し
み
ヨ
ッ
ト
ラ
イ
フ
を
享
受
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
ヨ
ッ
ト
ク
ラ
ブ
を
結
成
す
る
契
約
は
民
法
上
の
組
合

契
約
で
あ
る
と
認
定
し
た
原
判
決
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
組
合
規
約
の
定
め
、
す
な
わ
ち
本
件
ク
ラ
ブ
か
ら
の
任
意
の
脱
退
は
、
会
員
の
権

利
を
譲
渡
す
る
方
法
に
よ
っ
て
の
み
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
内
容
に
つ
い
て
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
っ
て
も
任
意
の
脱
退
を
許
さ
な
い

と
解
す
る
こ
と
は
、
組
合
員
の
自
由
を
著
し
く
制
限
す
る
も
の
で
あ
り
、
公
の
秩
序
に
反
す
る
も
の
と
し
た
。

（
29
）  

山
崎
悠
基
「
本
件
判
批
」
ジ
ュ
リ
一
一
七
二
号
（
二
〇
〇
〇
）
一
二
五
頁
は
、
本
件
共
同
企
業
体
を
組
合
と
も
権
利
能
力
な
き
社
団
と
も
認
め

る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
、
判
旨
は
い
か
な
る
事
実
を
も
っ
て
組
合
性
認
定
の
根
拠
と
す
る
か
明
瞭
で
は
な
い
と
指
摘
す
る
。

（
30
）  See N

oah J. G
ordon, 46 Am

. Jur. 2d Joint Ventures 

§ 6 （2020 update

）.

（
31
）  See Jam

es D. Cox &
Thom

as Lee H
azen, 1 Treatise on the Law

 of Corporations （3d

） 

§1:8 （D
ec. 2021

）.

（
32
）  See Claw

son v. G
eneral Ins. Co. of Am

erica, 90 Idaho 424, 431, 412 P. 2d 597, 601 

（1966

）; Jam
es D. Cox &

 Thom
as Lee 

H
azen, 1 Treatise on the Law

 of Corporations 
（3d
） 

§1:8 n. 12 

（D
ec. 2021

）（
パ
ー
ト
ナ
ー
の
離
脱
の
後
、
独
立
し
た
法
主
体
と
し
て

の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
存
続
を
認
め
る
規
定
は
Ｊ
Ｖ
に
は
適
用
さ
れ
な
い
）.

（
33
）  See for further explanations, Jam

es D. Cox &
 Thom

as Lee H
azen, 1 Treatise on the Law

 of Corporations 

（3d

） 

§1:7 

（D
ec. 

2021

）.

（
34
）  See e. g., Chariton Feed &

 G
rain, Inc. v. H

arder, 369 N. W
. 2d 777, 787 （Iow

a 1985

）.

（
35
）  See 

“Wyom
ing D

ecentralized Autonom
ous O

rganization Supplem
ent,

” codified at W
. S. 17 -31 -101 through 17 -31 -115., 

available at: https://w
w
w.w

yoleg.gov/Legislation/2021/SF0038.

（
36
）  

二
〇
二
一
年
七
月
四
日
、Am

erican CryptoFed DAO

が
第
一
号
案
件
と
し
て
ワ
イ
オ
ミ
ン
グ
州
に
お
い
て
法
人
登
記
さ
れ
た
が
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
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は
そ
の
後
の
資
金
調
達
に
待
っ
た
を
か
け
た
。
有
価
証
券
登
録
届
出
書
に
重
要
事
実
の
欠
缺
・
誤
解
を
生
じ
さ
せ
る
説
明
（security-token

で

は
な
く
、utility token

と
記
載
）
が
あ
る
こ
と
が
理
由
の
一
つ
と
さ
れ
る
。See SEC 

（Press Release

）, Registration of Tw
o D

igital  
Tokens H

alted, available at: https://w
w
w.sec.gov/ new

s/press-release/2021-231.
（
37
）  
も
っ
と
も
、
す
で
に
既
存
の
Ｌ
Ｌ
Ｃ
を
利
用
し
た
多
く
の
Ｄ
Ａ
Ｏ
が
設
立
さ
れ
、
成
功
を
収
め
て
い
る
点
の
指
摘
と
し
て
、See G

abriel 
Shapiro, W

YO
M

IN
G

’S LEG
AL DAO

-SASTER, available at: https://lexnode.substack.com
/p/w

yom
ings-legal-dao-saster （April 

10, 2021
）. 

こ
の
点
は
あ
え
て
特
別
な
立
法
を
す
る
こ
と
の
意
義
を
疑
わ
し
い
も
の
に
す
る
。

（
38
）  See Shapiro, supra note 37 （Problem

 #1 to #4

）.

（
39
）  See CO

ALITIO
N
 O

F AU
TO

M
ATED

 LEG
AL APPLICATIO

N
S, M

O
D
EL LAW

 FO
R D

ECEN
TRALIZED

 AU
TO

N
O
M

O
U
S 

O
RG

A
N
IZATIO

N
S 

（DAO
S

）, available at:  https://w
w
w.lextechinstitute.ch/w

p-content/uploads/2021/06/D
AO

-M
odel-Law.

pdf.

（
40
）  See Crypto Law, W

hat legal beasts are DAO
s? CO

ALA

’s DAO
 M

odel Law, available at: https://w
w
w. cryptolaw.one.

（
41
）  See Crypto Law, supra note 40.
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や
な
ぎ
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あ
き
ま
さ　

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授
）　


